
畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領

平成２１年７月１３日付け２１農畜機第１７８０号承認
平成２１年７月１３日付け２１年発畜生協第３号

一部改正平成２１年１０月２９日付け２１農畜機第３２４７号承認
平成２１年１１月４日付け２１年発畜生協第１３―２号

平成２１年１２月１日付け２１農畜機第３６４０号承認
平成２１年１２月４日付け２１年発畜生協第３３号

平成２２年３月２日付け２１農畜機第４７８７号承認
平成２２年３月３日付け２２年発畜生協第１５号

平成２２年６月７日付け２２農畜機第１０８５号承認
平成２２年６月７日付け２２年発畜生協第３８号
　
平成２２年８月３１日付け２２農畜機第２３６６号承認
平成２２年８月３１日付け２２年発畜生協第５５号

平成２２年１１月２５日付け２２農畜機第３４６２号承認
平成２２年１１月３０日付け２２年発畜生協第７１号

平成２２年１２月２２日付け２２農畜機第３７６４号承認
平成２２年１２月２４日付け２２年発畜生協第７５号

平成２３年２月２１日付け２２農畜機第４４３６号承認
平成２３年２月２４日付け２３年発畜生協第１０号

平成２３年３月２２日付け２２農畜機第４９４５号承認
平成２３年３月２２日付け２３年発畜生協第１６号

平成２３年６月３日付け２３農畜機第１０９６号承認
平成２３年６月６日付け２３年発畜生協第３４号

平成２５年５月８日付け２５農畜機第５５２号承認
平成２５年５月１３日付け２５年発畜生協第３４号

平成２６年６月１６日付け２６農畜機第１３２１号承認              平成２６年５月２９日付け２６年発畜生協第３８号
   
令和８年４月３日付け８農畜機第１１９号承認
令和８年４月１日付け８年発畜生協第２３号



一般社団法人畜産生産者団体協議会（以下「生産者団体協議会」という。）は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱（平成21年6月3日付け21農畜機　　第1115号。以下「要綱」という。）に基づき、独立行政法人農畜産業振興機構の補助の下に、畜産経営維持緊急支援資金（以下「緊急支援資金」という。）を　　　融通した融資機関に対する利子補給を行うとともに、農業信用基金協会（以下　「基金協会」という。）により当該資金に係る保証債務の弁済が行われた場合に、当該弁済に伴う損失の一部を補てんするための補助を行う事業を実施し、もって畜産経営の改善と国内畜産基盤の維持・発展に資するものとする。
本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関　する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、要綱及び「畜産業振興事業の実施に　　ついて」（平成15年10月1日付け15農畜機第48号）に定めるもののほか、　　この実施要領に定めるところによる。

第１　緊急支援資金利子補給事業
１　事業対象融資機関
この事業の対象となる融資機関は、緊急支援資金を融通した農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、都道府県知事が指定した銀行、信用金庫及び信用協同組合（以下「融資機関」という。）とする。
２　事業の内容
　　この事業の内容は、緊急支援資金の融通を円滑にするため、生産者団体　　協議会が融資機関に対して利子補給を行うものとする。
３　事業実施の手続き
（１）利子補給契約の締結
緊急支援資金の貸付けを行おうとする融資機関は、別紙様式第１号の畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約締結申込書に別紙様式第２号の畜産　経営維持緊急支援資金利子補給契約書を２部添えて生産者団体協議会代表理事（以下「代表理事」という。）に提出し、利子補給契約を締結するものとする。
なお、都道府県知事は、緊急支援資金の貸付けを行う融資機関として　　銀行、信用金庫及び信用協同組合を新たに指定したときは、速やかに代表　理事に通知するものとする。
（２）貸付実行報告書の提出
融資機関は、緊急支援資金の貸付けを行った場合は、要綱第３の３の　　（１）のカの規定に基づき、別紙様式第３号の畜産経営維持緊急支援資金　貸付実行状況報告書（以下「貸付実行報告書」という。）を緊急支援資金の貸付日の翌月末日までに代表理事に提出するものとする。
（３）利子補給額等の通知
生産者団体協議会は、貸付実行報告書に基づく年度毎の償還計画額及び利子補給額（以下「利子補給額等」という。）を別紙様式第４号の畜産　　　経営維持緊急支援資金償還計画額・利子補給額計算書（以下「利子補給額等計算書」という。）により、都道府県知事又は都道府県知事が指定した　　団体の長（以下「都道府県知事等」という。）、都道府県知事が指定した　　　信用農業協同組合連合会又は独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）が適当と認める団体（以下「信農連等」という。）　　　及び融資機関に通知するものとする。
４　事業の要件等
（１）利子補給率
ア　緊急支援資金の利子補給率は、別表１に定める率とする。ただし、融資実行年度の翌年度及び翌々年度については、貸付利率の無利子化を図る　ため、当該利子補給率に別表１に定める貸付利率（当該貸付利率未満で　融資機関が貸し付ける場合にはその利率）を加えた率とする。
イ　ただし、別表１の利子補給を受けた場合に同表に定める貸付利率未満で緊急支援資金を貸し付けることのできる融資機関にあっては、別表１の　　利子補給率と、当該貸し付けることのできる利率及び別表１の利子補給率の和から当該融資機関が実際に緊急支援資金を貸し付ける利率を減じて得た率のいずれか低い率とする。
（２）経営改善計画の承認取消報告
都道府県知事等は、経営改善計画の承認を取り消した場合には、直ちに、別紙様式第５号の畜産経営維持緊急支援資金借入者承認取消報告書により　代表理事へ通知するものとする。
（３）借入者の経営中止状況報告
融資機関は、緊急支援資金借入者が次に掲げる期日をもって当該経営を　中止した場合には、直ちに、別紙様式第６号の畜産経営維持緊急支援資金　　借入者経営中止状況報告書を代表理事に提出するものとする。
ア　酪農経営にあっては、生乳（搾乳を目的とする乳用種雌牛の販売経営は当該牛）の最終出荷日。
イ　肉用牛経営にあっては、肉用牛の最終出荷日。
ウ　繁殖雌豚又は肥育豚の経営にあっては、当該豚の最終出荷日。
（４）利子補給の停止
生産者団体協議会は、（２）により経営改善計画の承認が取り消された場合にあっては当該取消認定日から、（３）により借入者が経営を中止した場合にあってはその翌日から、融資機関に対し利子補給金の全部又は一部の交付を行わないものとする。
（５）利子補給金の返還
生産者団体協議会が融資機関に対し利子補給金を交付した後、交付した　利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められた場合には、生産者団体協議会は、次により利子補給金を返還させる等の措置をとるものとする。
ア　生産者団体協議会は、当該融資機関から事情を徴するとともに、適当でないと認められた利子補給金の全部又は一部に別表２に定める利息相当額を加算して得た額（以下「返還金」という。）を別表３に定める期限　　　までに納付させるものとする。
イ　生産者団体協議会は、アの期限内に返還金が納付されない場合は、　当該返還金のほか、アの期限の翌日から納付の日までの日数に応じ当該返還金に年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
５　事業の実施期間等
　　　緊急支援資金の利子補給期間は、要綱に定める償還期限以内とし、事業の実施期間は平成４７年度までとする。
６　利子補給金の交付手続き等
（１）貸付実行状況等異動報告書の提出
ア　融資機関は、３の（２）の貸付実行報告書及び３の（３）の利子補給額等計算書並びに（２）の異動修正計算書の内容に異動が生じた場合には、速やかに別紙様式第７号の畜産経営維持緊急支援資金貸付実行状況等異動報告書（以下「異動報告書」という。）を代表理事に提出する　　　ものとする。
イ　当年度の利子補給金の請求金額に修正を伴う異動報告書は、遅くとも、その年の利子補給金請求書の提出期限の３０日前までに、生産者団体協議会に到着するように留意するものとする。
（２）利子補給額等の異動修正額の通知
生産者団体協議会は、（１）のアの異動報告書の提出があった場合には、　　４の（５）のアの返還を要する異動修正にあっては直ちに、返還を要しない異動修正にあっては（３）に定める期日に間に合うように、修正利子補給額等を、別紙様式第８号の畜産経営維持緊急支援資金償還計画額・利子補給額異動修正計算書（以下「異動修正計算書」という。）により、生産者団体協議会に到着した異動報告書の分を取りまとめ、都道府県等、信農連等及び融資機関に通知するものとする。
（３）利子補給金の請求
利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、毎年度、代表理事が別に定める期日までに、別紙様式第９号の畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書（以下「請求書」という。）に、別紙様式第１０号の畜産経営維持　　　緊急支援資金約定償還額の償還状況報告書（以下「償還状況報告書」という。）を添え、代表理事に提出するものとする。
なお、請求書の作成に当たっては、生産者団体協議会から送付された　　利子補給額等計算書又は異動修正計算書に基づき作成するものとする。
（４）利子補給金の交付
生産者団体協議会は、（３）の請求があった場合には、当該融資機関に　　対し利子補給金を交付するものとする。
７　事業の実績報告
信農連等は、毎年度、当該年度に実施した融資実績及び利子補給事業の実績を別紙様式第１１号の畜産経営維持緊急支援資金利子補給事業実績報告書により翌年度の４月１０日までに代表理事に提出するものとする。
８　事業の委託
生産者団体協議会は、緊急支援資金利子補給事業（以下「利子補給事業」という。）の一部を信農連等に対し、次により委託して行うものとする。
（１）信農連等への委託事業
利子補給事業の適正円滑化を図るための融資機関に対する指導及び連絡等に関する次の事業
ア　融資機関から提出された利子補給契約書を取りまとめること。
イ　貸付実行報告書及び異動報告書を取りまとめ、審査及び保管すること。
ウ　生産者団体協議会から送付された利子補給額等計算書及び異動修正計算書のうち融資機関に係るものを送付すること。
エ　請求書及び償還状況報告書を取りまとめ、審査及び保管すること。
オ　融資機関からの委任による利子補給金の請求、及び生産者団体協議会　から交付された利子補給金を融資機関に送金すること。
カ　生産者団体協議会から融資機関に通知される通知文を伝達すること。
キ　交付した利子補給金の返還に関する書類を審査すること。
ク　融資機関の貸付状況等を調査するとともに、経営中止等の事例を的確に把握し、誤って利子補給金の請求が行われないように指導すること。
ケ　都道府県等が融資機関について行う貸付状況等の現地調査に協力する　こと。
コ　利子補給事業に係る会議に出席すること。
サ　その他生産者団体協議会が必要と認めて委託する業務を処理すること。
（２）融資機関は、３の（１）及び（２）、４の（３）及び（５）、６の（１）、（３）及び（４）並びに７の事務を別紙様式第１２号の委任状をもって信農連等に委任するものとする。
（３）都道府県知事は、要綱第５の４の（１）に基づき利子補給事業の一部を　　行うことができる信農連として、当該信農連を指定したときは、別紙様式　第１３号の「畜産経営維持緊急支援資金の利子補給事業に係る事業委託に　ついて」により代表理事に通知するものとする。
（４）信農連等は、（１）のイの貸付実行報告書を取りまとめの上、別紙様式　　　第１４号の「畜産経営維持緊急支援資金貸付実行報告書の送付について」により３の（２）の期限までに、また、（１）のエの請求書を取りまとめの上、別紙様式第１５号の畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書（委託機関用）を６の（３）の期限までに代表理事に提出するものとする。
９　提出書類の報告
　　　融資機関が生産者団体協議会に提出する書類（信農連等が融資機関の委任を受けて提出する書類を含む。）は、同時に都道府県等に報告するものとする。
　１０　利子補給事業の推進
　　　代表理事は、利子補給事務の適正円滑な推進を図るため、融資機関に対して必要な調査等を行うことができるものとする。
第２　緊急支援資金保証円滑化事業
　１　緊急支援資金保証円滑化事業の運営
（１）代表理事は、基金協会が緊急支援資金の保証債務の弁済を行った場合には、当該基金協会に対し、畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金（以下「保証円滑化交付金」という。）を交付するものとする。
（２）（１）により交付する額は、緊急支援資金に係る保証債務の弁済額（当該保証債務に係る独立行政法人農林漁業信用基金からの保険金受領額又は　その予定額を除く。以下「弁済額」という。）に0.5を乗じて得た額を限度とする。
（３）代表理事は、保証円滑化交付金の交付後に理事長から保証円滑化交付金の返還命令があった場合は、基金協会に対して返還を命じるものとする。
２　保証円滑化交付金の交付手続き
（１）融資機関の畜産経営に対する緊急支援資金の融資についてその債務の保証を行おうとする基金協会は、あらかじめ別紙様式第１６号の畜産経営維持　緊急支援資金保証円滑化交付金の交付に関する契約締結申込書に別紙様式第１７号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付に関する　契約書を添えて、代表理事に提出し、交付に関する契約を締結するものとする。
（２）基金協会は、緊急支援資金の融資を行う融資機関と当該資金の融資に係る債務の保証が成立したものについて、別紙様式第１８号の畜産経営維持緊急支援資金に係る債務保証成立状況報告書により、毎月分を翌月末までに代表理事に報告するものとする。
（３）保証円滑化交付金の交付
ア　基金協会は、理事長の承認を受けて融資機関に対し緊急支援資金に係る保証債務の弁済をしたことにより、保証円滑化交付金の交付を受けようとする場合は、当該保証債務の弁済を行った日から起算して６か月以内に　別紙様式第１９号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付申請書及び請求書を代表理事に提出するものとする。
イ　代表理事は、アの規定に基づき基金協会からの請求を受けた場合には、当該基金協会に対して、保証円滑化交付金の交付を決定し、支払うもの　とする。
　　ウ　要綱第４の２の（１）のアの理事長への代位弁済承認申請書は、生産者団体協議会に提出するものとする。
（４）保証円滑化交付金の実績報告
基金協会は、毎年度、当該年度に交付を受けた保証円滑化交付金について、別紙様式第２０号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金実績報告書を、翌年度の４月１０日までに代表理事に提出するものとする。
３　保証円滑化交付金の返還等
（１）基金協会は、緊急支援資金に係る保証債務の弁済によって取得した基金協会の求償権（以下「求償権」という。）について、回収に努めるものとする。
（２）基金協会は、交付を受けた保証円滑化交付金を、緊急支援資金に係る求償権の償却に係る経費に充てることができるものとする。
（３）基金協会は、緊急支援資金に係る畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業に基づく保証業務が終了（基金協会のすべての緊急支援資金に係る保証債務の償還又は求償権の回収若しくは償却が終了した時点のことをいう。以下同じ。）した場合において、当該基金協会に交付された保証円滑化交付金から、（２）の求償権の償却に要した経費を差引いた結果、残額がある場合には、当該残額を生産者団体協議会に返還するものとする。ただし、求償権の行使により回収を行なった場合には、保証円滑化交付金に相当する額について、毎事業年度の決算終了後速やかに生産者団体協議会に返還するものとする。
（４）基金協会は、求償権の行使により回収を行った場合には、当該事業年度の決算終了後速やかに、別紙様式２１号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業に係る求償権回収状況等報告書を代表理事に提出するものとする。
（５）基金協会は、求償権の行使により回収した額のうち弁済額に対応する額に、当該求償権につき交付された保証円滑化交付金の額を弁済額で除して得られた率を乗じて得られた額について、毎事業年度の決算終了後速やかに、別紙様式第２２号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業に係る返納書を代表理事に提出の上、返納するものとする。
（６）要綱第４の２の（３）のエの求償権償却報告書は、生産者団体協議会に提出するものとする。
４　保証円滑化交付金の管理状況報告
基金協会は、毎年度、交付を受けた保証円滑化交付金の管理状況等について、別紙様式第２３号の畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金管理状況等報告書にとりまとめ、翌年度の４月１０日（緊急支援資金にかかる保証業務が終了（基金協会の緊急支援資金の融資に係る保証債務の償還または求償権の　償却が終了した時点のことをいう。）した場合にあっては、終了した日から起算して１ヵ月を経過した日）までに、代表理事に提出するものとする。
５　調査その他の事務
代表理事は、緊急支援資金保証円滑化事業に係る調査その他の事務を行う。
第３　事業の推進
本事業の効率的かつ円滑な実施のため、畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成23年4月1日付け22農畜機第5215号)で定める当該事業実施主体の社団法人中央畜産会（以下「中央畜産会」いう。）と連携して実施するものとする。

第４　帳簿等の整備保管等
　１　都道府県等、信農連及び融資機関は、この事業に係る経理状況を明らかに　するとともに、帳簿及び関係証拠書類を整備保管するものとし、その保存期間は、融資機関に対する利子補給金の交付がすべて完了した最終年度の翌年度　から起算し、５年間とする。
２　基金協会は、緊急支援資金保証円滑化事業に係る経理については、適正に　処理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管するものとし、その保存期間は、基金協会による緊急支援資金の融資にかかる保証業務が終了した年度の翌年度から起算して５年間とする。
３　融資機関及び基金協会は、都道府県等、信農連等及び生産者団体協議会が　利子補給事業に係る融資の状況に関して報告を求めた場合、又は都道府県等、信農連等及び生産者団体協議会の職員が、この事業に係る帳簿及び関係証拠書類を調査する場合には協力するものとする。

第５　その他
　　　代表理事は、この実施要領に定めるほか、事業実施につき必要な事項は、　　理事長の承認を受けて別に定めることができるものとする。


附　則
　この実施要領は、理事長の承認のあった日から施行し、平成２１年６月３日　から適用するものとする。

附　則（平成２１年１１月４日付け２１年発畜生協第１３－２号）
　この実施要領別表１の貸付利率の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２１年８月２１日から適用する。

附　則（平成２２年３月３日付け２２年発畜生協第１５号）
　この実施要領別表１の貸付利率の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２２年２月１９日から適用する。

附　則（平成２２年６月７日付け２２年発畜生協第３８号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

附　則（平成２２年８月３１日付け２２年発畜生協第５５号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２２年８月２４日から適用する。

附　則（平成２２年１１月３０日付け２２年発畜生協第７１号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２２年１１月２５日から適用する。

附　則（平成２２年１２月２４日付け２２年発畜生協第７５号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２２年１２月２０日から適用する。

附　則（平成２３年２月２４日付け２３年発畜生協第１０号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２３年２月２１日から適用する。

附　則（平成２３年３月２２日付け２３年発畜生協第１６号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２３年３月１８日から適用する。

附　則（平成２３年６月６日付け２３年発畜生協第３４号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附　則（平成２５年５月１３日付け２５年発畜生協第３４号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。

附　則（平成２６年７月１０日付け２６年発畜生協第３８号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。

附　則（令和８年４月３日付け８年発畜生協第１１９号）
　この実施要領の改正は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行し、令和８年４月１日から適用する。

別表１
	貸付年度
	融資機関の
貸付金利(％)
	貸付利率
（％）
	利子補給率
（％）

	平成21年度
（8月31日）
	2.95
	1.70
	1.01

	平成21年度
（11月30日）
	2.95
	1.70
	1.01

	平成22年度
（3月1日）
	2.95
	1.70
	1.01

	平成22年度
（5月31日）
	2.85
	1.60
	1.01

	平成22年度
（8月31日）
	2.55
	1.30
	1.01

	平成22年度
（11月30日）
	2.55
	1.30
	1.01

	平成22年度
（12月28日）
	2.75
	1.50
	1.01

	平成22年度
（2月28日）
	2.85
	1.60
	1.01

	平成22年度
（3月22日）
	2.85
	1.60
	1.01


注：融資実行日が融資機関の休業日となった場合は翌営業日とする。

別表２
	利息相当額

	
利息相当額は、次に掲げる式により算出するものとする。
                           ｂ
利息相当額＝ａ×7.5％×　  　 
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　365
ａ：過大であると認められた利子補給金の全部又は一部
ｂ：利子補給金が融資機関に交付された日から第１の４の（５）の返還金が生産者団体協議会に納付されるまでの日数



	納付期限

	　納付期限は、交付した利子補給金の全部又は一部が過大であったとして生産者団体協議会が融資機関に返還金の納付を文書をもって通知した日から起算して40日目とする。


別表３


別紙様式第１号
協議会整理番号　　―　　

畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約締結申込書


番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日



　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　　　　代表理事　　　　　　　　　殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)




所在地
融資機関名
代表者氏名
電話　市外局番　局番　番号　内線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－（　　）－（　　）


　
このたび、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領（以下「実施要領」という。）を承諾し、畜産経営維持緊急支援資金の融資を行いたいので、実施要領第１の３の（１）の規定に基づき、別添の「畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約書」により、利子補給契約を締結いたしたく申し込みます。

別紙様式第２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協議会整理番号　　―　　

畜産経営維持緊急支援資金利子補給契約書


　一般社団法人畜産生産者団体協議会代表理事　　　　　　　　　（以下「甲」という。）は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領を承諾した　　　　　　　　（以下「乙」という。）が○○知事（又は知事が指定した団体の長）の承認を受けて、畜産経営維持緊急支援資金を融資した場合に、当該融資額について利子補給金を交付することについて乙と契約する。




令和　　年　　月　　日


　甲　　所　在　地
名　　　称　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表者氏名　　　代表理事　　　　　　　　　　　　　　印



　乙　　所　在　地
名　　　称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



（注）乙は、本契約書２部を作成し、記名押印のうえ甲に提出するものとする。



別紙様式第３号〔提出部数３部（県、信農連等、協議会用）別表も同じ。〕

畜産経営維持緊急支援資金貸付実行状況報告書
（平成　　年度　月貸付分）　　　　　応答日型
１２月型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当のものに〇印のこと。）
　
番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日


　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　　　　代表理事　　　　　　　　　殿
　　信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
　　(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)



所在地
融資機関名
代表者氏名



　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の３の（２）の規定に基づき、畜産経営維持緊急支援資金の貸付状況を下記のとおり報告します。











記

１．貸付実行額（貸付対象者別貸付実行表は別表１（入力１）のとおり。）

	区　　分
	都道府県知事の貸付承認額　Ａ
千円
	貸付実行額
Ｂ
千円
	貸付実行率
Ｂ／Ａ
％
	貸付対象者数

人

	大家畜
	酪　農
	
	
	
	

	
	肉用牛
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	

	養　　豚
	
	
	
	

	合　　計
	
	
	
	




２．貸付実行年月日　　　　平成　　年　　月　　日


３．貸付実行金利（年利）（生産者団体等利子補給率内訳表は別表２（入力２）のとおり。


	区分
	貸付対象者負担金　　　　　利
％
	生産者団体協議会利 子 補 給 率
％
	生産者団体等
利子補給率
％
	金  利  合  計

％

	緊急支援資金
	～
	～
	～
	～


（注）各欄の利率は、最低と最高を記入すること。

1

様式第３号の別表１
貸　付　対　象　者　別　貸　付　実　行　表
（　　年度　月貸付分）

入力－１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚のうち
キーコード部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　枚目

	データ
区　分
	ブロック
	都道府県
	北海道
支庁
	融資機関
	利子補給金計算期間
	貸付実行年月日
	約　定
償還日

	
	
	
	
	コード
	
	
	
	

	１１
	
	
	
	
	
	
	
	




　　　　　　　データ部

	処理区分
	貸付対象者コード
	貸付対象者氏名
	経営の種類コード
	現地確認頭数　　　頭
	貸付区分コード
	都道府県知事等の貸付承認額　千円
	貸付実行額　千円
	貸付金利
	

計



％
	償還期間（据置期間を含む）　　年
	据置期間　　　年
	資金毎の借換時残高（千円）
	貸付実行額のうち資金毎の借換額（千円）
	備　　　考

	
	
	
	
	
	
	
	
	貸付対象者負担利率　　％
	協議会利子補給率　　　％
	生産者団体等利子補給率％
	
	
	
	体質強化
	大家畜活性化
	養豚活性化
	大家畜改善
	養豚改善
	大家畜特別
	養豚特別
	その他
	体質強化
	大家畜活性化
	養豚活性化
	大家畜改善
	養豚改善
	大家畜特別
	養豚特別
	その他
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





様式第3号の別表2
入力－２
生産者団体等の上乗せ利子補給率内訳表
　　　　　　キーコード部

	データ区分
	ブロックコード
	都道府県
コード
	北海道支庁コード
	融資機関コード
	利子補給金計算期間コード
	貸付実行年月日

	
	
	
	
	
	
	
	

	１
１
	
２
	
	３
	
	
	４
	
	
	６
	
	
	８
	
	
	
	
	
	１２
	
	１３
４
	
	
	年
	
	月
	
	日




　　　　　データ部

	処 理 区 分
	
都道府県
	
市町村
	
県　連
	
融資機関
	
その他
	
計
	県連内訳

	
	
	
	
	
	
	
	信　　　連
	経　済　連
	共　済　連
	畜　　　連
	開　拓　連
	酪　　　連
	そ　の　他

	２０
	２１
	
	
	
	２５
	
	
	
	２９
	
	
	
	
	
	
	
	３７
	
	
	
	４１
	
	
	
	４５
	
	
	
	
	
	

	
	５２
	
	
	
	５６
	
	
	
	６０
	
	
	
	
	
	
	
	６８
	
	
	
	７２
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注）１．本表は、入力－１表の貸付金利欄の生産者団体等利子補給率の内訳をデータ部に記入するもので、小数点（▼印）以下３位まで記入する。
　　　　利子補給率に幅がある場合には、上段に最低利子補給率、下段に最高利子補給率を記入する。
　　２．県連の上乗せ利子補給がある場合は、「県連内訳」欄の該当する団体に「１」を記入すること。
　　３．その他による上乗せ利子補給がある場合、その他の（　）内にその名称を記入すること。

別紙様式第４号

畜産経営維持緊急支援資金償還計画額・利子補給額計算書
（平成　　年度　月貸付分）

番　号　 　　　　　 　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日



　都道府県知事等及び信農連等の代表者　殿
　(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)


一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　代表理事　



　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の３の（３）の規定に基づき、別添計算書のとおり通知します。
　なお、融資機関分を同封しますので、貴会より送付願います。




















別紙様式第５号

畜産経営維持緊急支援資金借入者承認取消報告書

番  号　　　　　 　　　　　 　　
年月日　令和　　年　　月　　日



　　一般社団法人　
畜産生産者団体協議会代表理事　殿
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県知事等
代表者氏名　　　　　　　　　　印



畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の４の（２）の規定に基づき、下記のとおり経営改善計画の承認の取消しを行ったので通知します。

記

	借　受　者
氏　　　名
	貸付実行日
	貸付実行額
	取消認定日
	承認取消
理　　由
	備　考

	




	年月日
	千円
	年月日
	
１
２
３
４

	





（注）承認取消理由は、次の該当する項目から選び、数字を○で囲むこと。
　　　１　経営改善計画の達成が困難　　　２　承認取消しの申請
　　　３　計画書の不実記載　　　　　　　４　後継者が経営従事の中止

別紙様式第６号〔提出部数３部（県、信農連等、協議会用）〕

畜産経営維持緊急支援資金借入者経営中止状況報告書

番　号　　　　　　　  　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日


　　一般社団法人
　　　畜産生産者団体協議会代表理事　殿


所在地
融資機関名
代表者氏名


　畜産経営維持緊急支援資金借入者について、経営中止した者があったので、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の４の（３）の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

	氏　　名
	貸付実行額
	貸付実行日
	経営中止日
の貸付残高
	経営中止日
	経営中止理由
	継続確認
申請の有無

	






	千円



	年月日



	千円



	年月日



	



	





	計
	
	
	
	
	
	


（注）１．貸付実行額及び経営中止日の貸付残高は確認ごとに小計を、２人以上の場合は合計を記入すること。
　　　２．経営中止日を証明する資料（販売代金清算書の写等）を１部都道府県用に添付すること。

別紙様式第７号〔提出部数３部（県、信農連等、協議会用）〈別添書類も同じ〉〕

畜産経営維持緊急支援資金貸付実行状況等異動報告書


番  号　 　　　　 　　　　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日



　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　　　　　殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
　　(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)



所在地
融資機関名
代表者氏名



　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の６の（１）のアの規定に基づき、別添のとおり報告します。
















別紙様式第７号の別添２[提出部数３部（県、信農連等、協議会用）]

合併に伴う利子補給契約の承継について（通知）

番　号　　　　 　　　　   　　
年月日　令和　　年　　月　　日

　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　殿

所在地
融資機関名
代表者氏名
電話番号

　令和　　年　　月　　日付をもって下記１のとおり合併し、下記２の融資機関が貴会と締結していた畜産経営維持緊急支援資金に係る利子補給契約は当　　　　　　　　　　　　が承継したので通知します。


記

１　合併の状況
	合併後の融資機関の名称
	合併した融資機関の名称

	
	（１）

	
	（２）

	電算処理コード番号
	
	
	
	
	
	（３）

	
注）合併した融資機関には、畜産経営維持緊急支援資金を融資してない融資機関も記入すること。
	（　）

	
	（　）

	
	（　）

	
	（　）

	
	（　）

	
	（　）

	
	（　）



２　合併前に畜産経営維持緊急支援資金を融資していた融資機関名と取扱い資金
	融資機関名
（合併前）
	取　扱　い　資　金

	
	大家畜・養豚別
	貸付実行年月日

	




























	




























	































別紙様式第７号の別添３ 
令和　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


利子補給事業融資機関コード等変更入力票Ⅰ

	都道府県名
	旧融資機関名
	新融資機関名
	
	入力表年月日

	
	
	
	
	５
	
	
	
	
	
	



	旧　コ　ー　ド
	新　コ　ー　ド

	県コード
	支庁コード
	融資機関コード
	貸付対象者コード
	貸付対象者氏名
	融資機関コード
	貸付対象者コード

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	変更理由



別紙様式第７号の別添４［提出部数３部（県、信農連等、協議会用）］

畜産経営維持緊急支援資金貸付対象者氏名の変更について

番　号　　　　　　　  　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日


　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　　　　　　　　　　　　　　　代表理事　殿


　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　融資機関名
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名


　畜産経営維持緊急支援資金貸付対象者に下記のとおり変更があったので
報告します。

記


	旧貸付対象者氏名
	新貸付対象者氏名
	備　　　考

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　　　注）備考欄には変更の理由を簡潔に記載。

別紙様式第７号の別添５
　　　　　　　　　　　　　　入力日　令和　　年　　月　　日


貸付対象者氏名変更入力票Ⅰ

	
	
	都道府県名
	融 資 機 関 名

	
	
	
	



	ブロック
コード
	道府県
コード
	支庁
コード
	融資機関コード
	貸付対象者コード
	貸付対象者氏名
	備　　考

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





別紙様式第８号

畜産経営維持緊急支援資金償還計画額・利子補給額異動修正計算書

番　 号　　　　　　　  　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日



　　　都道府県知事等の代表者　殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
　(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)


一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事




　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の６の（２）の規定に基づき、別添計算書のとおり通知します。
　なお、融資機関分を同封しますので、貴会より送付願います。


















別紙様式第９号〔提出部数３部（県、信農連等、協議会用）〕

畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書

　　　　　　　　　　　　　　　　    大 家 畜 ・ 養　豚
　　　　　　　　　　　　　　　　　  応答日型 ・12月型
（該当のものに〇印のこと。）

番　 号　　　　　　　  　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日

　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　　　　代表理事　　　　　　　　　　　殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)

所在地
融資機関名　
代表者氏名

　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の６の（３）の規定に基づき、利子補給金を下記のとおり請求します。

記
利子補給金請求書
	貸付区分
	請　求　金　額
	備　　　考

	平成21年度
	８月貸付分
	円
	

	
	１１月貸付分
	円
	

	
	２月貸付分
	円
	

	
	　　　計
	円
	

	
平成22年度
	５月貸付分
	円
	

	
	８月貸付分
	円
	

	
	１１月貸付分
	円
	

	
	１２月貸付分
	円
	

	
	２月貸付分
	円
	

	
	３月貸付分
	円
	

	
	　　計
	円
	

	合　　　　計
	円
	


　　（注）大家畜又は養豚ごとに応答日型と12月型を別葉とし、提出期限
が同一のもを記入すること。

別紙様式第９号の別添

令和　　年　　月　　日

[融資機関名　　　　　　　　　　　]
	貸付残高等
照 合 者
	貸付残高等
突 合 者

	
	









利子補給金請求に係る事務チェック表


１　貸付残高、償還計画額・利子補給額〔該当するものに○印、日付等を記入する。〕
（１）生産者団体協議会から送付される都度、異動報告書提出該当案件と計算書（様式第４号別表）を突合して整合性を確認している。
（２）決算時又は年度期首に融資機関の貸付残高データと生産者団体協議会の貸付残高を突合している。
（３）利子補給金請求時に融資機関の貸付残高データと生産者団体協議会の貸付残高を突合して　いる。今回は〔令和　年　月　日〕に突合した。
（４）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕


２　繰上償還、経営中止に係る異動報告〔該当するものに○印、日付等を記入する。〕
（１）支店（支所）にも異動報告の提出漏れ、コンピュータで支店（支所）からの送金報告に係る異動関係データを確認し、異動報告は全て提出したことを確認している。
（２）異動報告に漏れがあったので、〔ア　令和　年　月　日に生産者団体協議会に提出済、　　　　イ　令和　年月　日に提出予定〕である。
（３）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕


３　利子補給額〔該当するものに○印、日付等を記入する。〕
（１）融資機関のデータと生産者団体協議会から送付された計算書と突合して整合することを令和　年　月　日に点検して、利子補給金請求書を作成した。
（２）その他〔具体的に記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕



別紙様式第１０号〔提出部数３部（県、信農連等、協議会用）〕

畜産経営維持緊急支援資金約定償還額の償還状況報告書

大 家 畜 ・ 養　豚
　　　　　　　　　　　　　　　　　  応答日型 ・12月型
（該当のものに〇印のこと。）

番　 号　　　　　　　  　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日

　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　　　　代表理事　　　　　　　　　　　殿
信用農業協同組合連合会代表理事理事長　殿
(独立行政法人農畜産業振興機構理事長が適当と認めた団体にあっては当該団体の長)

所在地
融資機関名　
代表者氏名

　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の６の（３）の規定に基づき、報告します。
	貸　付
区　分
	当期約定
償還額
千円
	うち期中延滞
	期末延滞
	期中の受入代弁額
千円

	
	
	人　員
人
	金　額
千円
	人　員
人
	金　額
千円
	

	平成21年度
	８月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	１１月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	２月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	計
	
	
	
	
	
	

	
平成22年度
	５月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	８月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	１１月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	１２月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	２月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	３月貸付分
	
	
	
	
	
	

	
	　　　計
	
	
	
	
	
	

	合　　　　計
	
	
	
	
	
	


（注）１．大家畜又は養豚ごとに応答日型と12月型を別葉とすること。
　　　２．約定償還額に延滞がない場合は、当期約定償還額のみを記入すること。
　　　３．うち期中延滞欄には、当期約定償還額の延滞した者について、人数とその額を記入すること。
　　　４．期末延滞欄には、貸付当初から当年度までの累積された延滞について人数とその額を記入すること。

別紙様式第１１号

令和　年度 畜産経営維持緊急支援資金利子補給事業実績報告書


番　号　　　　　　　　　　 　　
年月日　令和　　年　　月　　日



　　一般社団法人　
畜産生産者団体協議会代表理事　殿



所在地
信農連等名  
代表者氏名　　　　　　　　　　　印



　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の７の規定に基づき、別表のとおり報告します。







（注）　信農連等委託機関扱いとなっていない融資機関にあっては、差出人欄を当該融資機関とすること（別表―１の「（信農連等）」も同じ。）。
　　　　なお、その場合は、別表―２の提出は要さない。

別紙様式第１１号の別表－１

平成　　年度 畜産経営維持緊急支援資金貸付実績報告

(信農連等)　　　　　　　　　
	融資機関名
	支庁・市町村
	番号
	資金借受者名
	経営形態
	貸　　　付　　　実　　　績
	

	
	
	
	
	
	２１年度
	２２年度
	償還期限
	うち据置期間

	
	
	
	
	
	８月分
	11月分
	２月分
	計
	５月分
	８月分
	11月分
	12月分
	２月分
	３月分
	計
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　　　　計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　(単位：千円)
注）１．番号は、１から順に一連の番号をつけること。
２．経営形態は、「酪農」、「肉専用種」、「肉専肥育又は一貫」、「乳用種肥育又は一貫」、「乳用種ほ育育成」、「豚・繁殖」、「豚・肥育又は一貫」の区分を記入すること。
３．用紙の大きさはＡ４とすること。





別紙様式第１１号の別表－２

令和　　年度 畜産経営維持緊急支援資金利子補給金実績報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（信農連等名）　　　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）
	融 資
機関名
	交 付請求額
	交付金額の受領
	融資機関への
支払
	備　　　　　考

	
	
	受 領年月日
	受領額
	支払年月日
	利子補給金額
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注）融資機関への支払は、「振込一覧電算帳票等」を添付する。



別紙様式第１２号


委　　　任　　　状



　当　　　　　　　　　　　　　は、貴　　　　　　　　　　　　に畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の８の（２）に基づき、次のことを委任いたします。


記


畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の３の（１）及び（２）、４の（３）及び（５）、６の（１）、（３）及び（４）並びに７の事務に関すること。




　　　　　年　　月　　日


　　　　　　　　　住　　　所

　　　　　　　　　名　　　称

代表者氏名　　　　　　　　　　　印



別紙様式第１３号

畜産経営維持緊急支援資金の利子補給事業に係る事業委託について

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日

　　一般社団法人
　畜産生産者団体協議会代表理事　殿


                                    都道府県知事等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　印



　畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の８の（３）の規定に基づき、下記のとおり指定したので通知します。


記


指定機関名

所　在　地

代表者氏名

指定年月日

別紙様式第１４号〔提出部数２部（県、協議会用）〕

畜産経営維持緊急支援資金貸付実行報告書（委託機関用）
（平成　年度　月貸付分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 応答日型・12月型　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当のものに○印のこと。）

番  号　　　　　    　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日

　　一般社団法人
　畜産生産者団体協議会代表理事　殿



所在地
委託機関名
代表者氏名
電話　市外局番　局番　番号　内線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－（　　）－　　　（　　）
担当者所属　氏名



　別添のとおり、（融資機関名）より畜産経営維持緊急支援資金貸付実行状況報告書の提出がありましたが、その内容が適正と認められるので、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の８の（４）の規定に基づき、送付します。


　添付書類
　　　各融資機関からの別紙様式第３号の畜産経営維持緊急支援資金貸付実行状況報告書（別表１、２を含む。）
















様式第１４号の別表

貸　　付　　実　　行　　状　　況　　一　　覧　　表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人、千円）
	融資機関名
	区　　分
	貸付実行
年月日
	

	
	
	
	貸付実行額
(対象者数)
	酪農
	肉用牛
	養豚

	
	対象者数
	
	
	
	
	

	
	金　　額
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	










別紙様式第１５号〔提出部数２部（県、協議会用）〈別添書類も同じ〉〕

畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書（委託機関用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　  　大家畜 ・ 養 　豚
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 応答日型・12月型
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（該当するものに○印のこと。）

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和　　年　　月　　日
一般社団法人
　畜産生産者団体協議会代表理事　殿

所在地
委託機関名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印
電話　　　
担当者所属 　　氏　名

　別添のとおり、融資機関　　　　機関より畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書の提出があり、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第１の８の（１）のエの規定に基づき、その内容を審査した結果適正と認められるので、同要領第１の８の（４）の規定に基づき、利子補給金を下記のとおり請求します。

記
１．利子補給金請求額
	貸付区分
	融資機関数
	請　求　金　額
	備　　　　考

	平成21年度
	８月貸付分
	
	円
	

	
	１１月貸付分
	
	円
	

	
	２月貸付分
	
	円
	

	
	計
	（実数　　　　）

	円
	

	　平成22年度
	５月貸付分
	
	円
	

	
	８月貸付分
	
	円
	

	
	１１月貸付分
	
	円
	

	
	１２月貸付分
	
	円
	

	
	２月貸付分
	
	円
	

	
	３月貸付分
	
	円
	

	
	　　　計
	（実数　　　　）

	円
	

	合　　　　　計
	（実数　　　　）

	円
	



２．利子補給金の振込先金融機関名等
　　　金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　預金種目
　　　預金口座番号　　　　　　　　　　　　　　預金口座名義
３．添付書類
　　　融資機関からの別紙様式第９号畜産経営維持緊急支援資金利子補給金請求書

（注）大家畜又は養豚ごとに応答日型と12月型を別葉とすること。

別紙様式第１６号
協議会整理番号　　―　　

畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付に関する契約締結申込書

番　 号　　　　　　 　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日

　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　　　　　殿

所　　在　　地
団　　体　　名
代 表 者 氏 名　　　　　　　　　　　 印
電  　話（内線）
担当者所属　　　　氏名 


このたび、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）を承諾し、畜産経営維持緊急支援資金を融通する融資機関の当該資金の貸し付けに係る債務の保証を行いたいので、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の２の（１）の規定に基づき、別添の「畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付に関する契約書」により、畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付契約を締結いたしたく申し込みます。



別紙様式第１７号
協議会整理番号　　－　　


畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付に関する契約書


一般社団法人畜産生産者団体協議会代表理事　　　　　（以下「甲」という。）は、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）を承諾した　　　県(都道府)農業信用基金協会会長理事（理事長）　　　　（以下「乙」という。）が、　　　県（都道府）知事の承認を受けた経営改善計画に係る借入希望者に対して畜産経営維持緊急支援資金を融資した融資機関との債務保証契約に基づき、当該資金に係る保証債務を履行した場合において、実施要綱第４の１に規定する畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金を交付することについて次の条項を契約する。

第１条　甲の乙に対する畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付対象は、実施要綱第４の２の（１）のアに規定するところによりあらかじめ県（都道府）知事と協議の上、甲を経由して独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認を受けて、乙が融資機関に対して行った保証債務（独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）との間において保険関係が成立しているものに限る。以下同じ。）の履行額（以下「代位弁済額」という。）とする。
第２条　甲の乙に対する畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付額は、乙の代位弁済額（当該保証債務に係る信用基金からの保険金受領額又はその予定額を除く。）に0.5を乗じて得た額（円未満を切り捨てた額とする。）とする。
第３条　乙は、融資機関の畜産経営維持緊急支援資金の融資に関し、乙の行う債務の保証が成立したものについては、甲が定めるところにより毎月分を翌月末までに報告するものとする。
第４条　この契約に疑義が生じたとき、又は契約に定めのない事項については、甲乙両者の協議により定めるものとする。


平成　　年　　月　　日


　甲　　所　在　地
名　　　称　　一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表者氏名　　　代表理事　　　　　　　　　　　　　　　印

　乙　　所　在　地
名　　　称　　　　　県(都道府)農業信用基金協会
代表者氏名　　　会長理事（理事長）　　　　　　　　　印



（注）乙は、本契約書を２部作成し、記名押印のうえ甲に提出するものとする。



別紙様式第１８号〔提出部数2部（県、協議会用）〕

畜産経営維持緊急支援資金に係る債務保証成立状況報告書

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　　殿
（　　　県（都道府）畜産主務部長殿）

所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　印　
電話（内線）　
担当者所属　　　　氏名

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の２の（２）の規定に基づき、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までの間に債務保証が成立したものについて、下記のとおり報告します。

記

　債務保証の内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
	借入者名
	融資機関名
	貸付実行額
	債務保証
成 立 日
	債務保証額
	信用基金の保険金額
	基金協会自己リスク額
	保証円滑化交付金の有無

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	
	
	


  （注）１　借入者に複数の借入れがある場合は、それぞれ記入すること。
　　　  ２　債務保証成立日は、基金協会と融資機関が締結した債務保証契約書に基づく融資機関の貸付実行日を記入すること。
　　　　３　債務保証額、信用基金の保険金額及び基金協会自己リスク額は、基金協会の保証債務のうち、貸付実行額に対応する元本の額を記入すること。
４　債務保証が成立したもののうち保証円滑化交付金交付対象である場合は保証円滑化交付金の有無欄に「有」、保証円滑化交付金交付対象ではない場合は、「無」と記入すること。　
別紙様式第１９号［提出部数2部（県、協議会用）］

畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金交付申請書及び請求書

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日

一般社団法人　畜産生産者団体協議会
　代表理事　　　　　　　殿
（　　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　印
電話（内線）
担当者所属　　　　　氏名

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の２の（３）の規定に基づき、畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の交付について、下記のとおり関係書類を添えて請求します。

記

１　交付申請及び請求額　　　　　　　　　　　　　円　　　　　
２　同上の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（単位：円）
	借入者名
	
	
	

	融資機関名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	代位弁済額①
	
	
	

	保険金受領（予定）額②
	
	
	

	弁済額　③＝①－②
	
	
	

	保証円滑化交付金請求額
（③×0.5）
	
	
	


（注）借入者に複数の借入れがある場合、それぞれ記入すること。

３　振込先
	金融機関名
	支店(所)名
	口座種類
	口座番号
	口座名義人

	
	
	当座・普通
	
	


（注）１　口座種類は、該当箇所に○印をつけること。
２　代位弁済に係る独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認書（写し）
を添付すること。

別紙様式第２０号［提出部数２部（県（都道府）、協議会用）］

平成　年度 畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金実績報告書

番　号　　　　　　　　　　　　　
年月日　平成　　年　　月　　日　

一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　殿
（　　　県（都道府）畜産主務部長殿）

所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　印
電話（内線）
担当者所属　　　　氏名



平成　　年度における畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業について、下記のとおり実施したので、畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の２の（４）の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。


記



１　事業の内容
（１）畜産経営維持緊急支援資金融通事業に係る融資機関に対する代位弁済額
　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（２）うち一般社団法人畜産生産者団体協議会からの畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金交付額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　事業完了年月日（畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金が農業信用基金協会の預金口座に入金となった）
平成　　年　　月　　日
３　添付書類
一般社団法人畜産生産者団体協議会からの交付金が畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金として農業信用基金協会の預金口座に入金されていることを証明する金融機関の発行する書類







別紙様式第２１号［提出部数２部（県、協議会用）］

畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業に係る求償権回収状況等報告書

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和 　 年  　月　　日　
一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　
電話（内線）
担当者所属　　　　　　　　氏名

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の３の（４）の規定に基づき、求償権の行使による回収状況について下記により報告します。
記
　（金額単位：円）
	融資機関名
	
	
	

	借入者名
	
	
	

	貸付実行額
	
	
	

	債務保証額
	
	
	

	保証条件
	
	
	

	代位弁済年月日
	
	
	

	代位弁済理由
	
	
	

	代位弁済額 ①
	
	
	

	保険金受領額 ②
	
	
	

	弁済額 ③（①－②）
	
	
	

	畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金受領額 ④（③×1/2）
	
	
	

	求償権回収額（累計）
	
	
	

	
	うち農林漁業信用基金納付額
	
	
	

	
	うち基金協会分 ⑤
	
	
	

	中央畜産会への返納額 ⑥（⑤×④/③）
	
	
	

	既返納額がある場合
今回返納額（⑥－（既返納額））
	
	
	


（注）１　融資機関又は借入者が複数の場合若しくは当該借入者に複数の借入れがある場合は、適宜欄を設けてそれぞれ記入すること。
２　保証条件には、担保及び保証人の設定状況について記入すること。
３　求償権の行使による回収状況を証する書類を添付すること。
４　求償権回収額は、代位弁済額に対応する額のみを記入すること（求償権利息は含めない。）。
５　中央畜産会への返納額は、円未満を切り上げた額とする。なお、返納が複数回となる場合
は、既返納額を差し引いた額を返納するものとする。



別紙様式第２２号［提出部数２部（県、協議会用）］


畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化事業に係る返納書


番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和 　 年  　月　　日

一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　
電話（内線）
担当者所属　　　　　　　　氏名



畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の３の（５）の規定に基づき、求償権の行使による回収状況について下記により報告します。

記

１　返納額　　          　　　　　円
２　送金日（予定日）　　令和　　年　　月　　日


（注）別紙様式第２１号と併せて提出すること。





別紙様式第２３号［提出部数２部（県、協議会用）］

平成　年度 畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金管理状況等報告書

番　号　　　　　　　　　　　　
年月日　令和　　 年  　月　　日

一般社団法人　畜産生産者団体協議会
代表理事　　　　　　　殿
（　　県（都道府）畜産主務部長殿）
所　在　地
団　体　名
代表者氏名　　　　　　　　　　　　
電話（内線）
担当者所属　　　　　　　　氏名

畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領第２の４の規定に基づき、畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金の管理状況等を下記のとおり報告します。

記
　（単位：円）
	
	前年度末現在
	〇年度増減
	〇年度末現在

	代位弁済累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分
	
	
	

	畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金（以下「交付金」）受領累計額  ①
	
	
	

	求償権回収累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分
	
	
	

	
	
	うち中央畜産会返納分 ②
	
	
	

	求償権償却累計額
	
	
	

	
	うち基金協会分 ③
	
	
	

	
	
	うち交付金分
 ④＝③×1╱2
	
	
	

	畜産経営維持緊急支援資金保証円滑化交付金残高　（①－②－④）
	
	
	


（注）求償権回収累計額及び求償権償却累計額は、代位弁済累計額に対応するもののみを記入すること。
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注）１．キーコード部　及び　データ部　の貸付対象者コードから貸付実行額まではすでに提出ずみの　入力－１　表から転記すること。なお、入力－１　表の提出後、農協合併等により、

        融資機関名、融資機関コード、貸付対象者コード及び貸付対象者氏名については変更があり、修正処理を行っている場合は変更後のものを記入する。

　　２．異動修正欄の発生年月日は、該当する異動が発生した時点（継続確認申請をした経営中止者にあっては利子補給金の交付停止日の前日）の年月日を記入し、異動修正の金額は右寄せにより記入すること。

　　３．異動理由欄は、該当する理由を一つ選んで　１　と記入し「その他」に該当する場合は、備考欄に具体的な理由を記入すること。

　　４．同一貸付対象者で２件以上の異動が発生したときは、異動理由ごとにわけて記入すること。

　　５．提出ずみの異動報告書の誤りを訂正するときは、訂正事項を含む異動事項のすべてを記入するとともに前回異動修正発生年月日欄に提出ずみの異動報告書の発生年月日を必ず記入すること。

　　６．キーコード部　の「入力年月日」は記入しないこと。



異動発生のとき：１

１の修正のとき：２

１の削除のとき：３



合　計



発 生 年 月 日 対 象 外 貸 付 額  繰 上 償 還 額

経 営 中 止 時 貸 付 残 高 
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他
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異　　　　動　　　修　　　正

異　　動　　理　　由

備　　　　考

処

理

区

分

貸 付 対 象 者 コ ー ド 貸付対象者氏名

貸 付 実 行 年 月 日

貸 付 実 行 額

前回異動修正

発 生 年 月 日

対象外貸付

繰上償還

経営中止

目

的

外

使

用

貸

付

対

象

資

金

算

定

ミ

ス

資

金

の

長

期

滞

留

利子補給金

計算期間コード

入力年月日

　   枚　　　　　　　目



データ

区分

ブロック

コード

都道府県

コード

北海道

支庁コード

融資機関コード

様式第７号の別添１

畜 産 経 営 維 持 緊 急 支 援 資 金 貸 付 実 行 状 況 等 異 動 表

入力－３

キーコード部 枚目のうち

４枚(融資機関保管分を含む)コピーする

こと

記入しないこ

と

記入しないこと


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Sheet1

		様式第７号の別添１ ヨウシキ ダイ ゴウ ベッテン																														

user: ４枚(融資機関保管分を含む)コピーすること



		畜 産 経 営 維 持 緊 急 支 援 資 金 貸 付 実 行 状 況 等 異 動 表 チク サン ケイ エイ ユイ ジ ミシト キュウ シ エン シ キン カシ ヅケ ミ ギョウ ジョウ イワン ヒトシ イ ドウ ヒョウ

		入力－３ ニュウリョク

																										キーコード部 ブ																																																																																																																														枚目のうち マイメ



		データ
区分 クブン				ブロック
コード						都道府県
コード トドウ								北海道
支庁コード ホッカイドウ シチョウ				融資機関コード ユウシ																		利子補給金
計算期間コード リシ ホキュウキン ケイサン キカン								入力年月日 ニュウリョク ネン ツキ ビ																																																																																																						　   枚　　　　　　　目 マイ メ



		1						3						4						6								8																12						13				年 ネン				月 ガツ				日 ニチ

user: 記入しないこと

																																																		5



																										データ部 ブ



		20		21																		30																				コード
経営の種類 ケイエイ シュルイ				コード
貸付区分 カシツケ クブン				31														38														異　　　　動　　　修　　　正 イ ドウ オサム セイ																																																								73		異　　動　　理　　由 イ ドウ リ ヨシ																82												88		備　　　　考 ソナエ コウ

		処理区分 ショリ クブン		貸 付 対 象 者 コ ー ド カシ ヅケ タイ ゾウ モノ																				貸付対象者氏名 カシツケ タイショウ シャ シメイ																										貸 付 実 行 年 月 日 カシ ヅケ ミ ギョウ トシ ツキ ニチ　														貸 付 実 行 額 カシ ヅケ ミ ギョウ ガク																																																																																								前回異動修正
発 生 年 月 日 ゼンカイ イドウ シュウセイ ヒラク ショウ トシ ツキ ニチ　

																																																																																																																																						対象外貸付 タイショウガイ カシツケ								繰上償還 クリアゲ ショウカン				経営中止 ケイエイ チュウシ

																																																																														45														52														59														66														目的外使用 モクテキ ガイ シヨウ		貸付対象資金
算定ミス カシツケ タイショウ シキン サンテイ		資金の
長期滞留 シキン チョウキ タイリュウ		その他 タ		資金余剰 シキン ヨジョウ		その他 タ		経営転換 ケイエイ テン カ		離農 リノウ		その他 タ

																																																																														発 生 年 月 日 ヒラク ショウ トシ ツキ ニチ　														対 象 外 貸 付 額  タイ ゾウ ソト カシ ヅケ ガク														繰 上 償 還 額 グリ ウエ ツグナ カン ガク														経 営 中 止 時 貸 付 残 高  キョウ エイ ナカ ドメ トキ カシ ヅケ ザン タカ

																																																						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ														千円 センエン						年 ネン				月 ツキ				日 ヒ														千円 センエン														千円 センエン														千円 センエン																								年 ネン				月 ツキ				日 ヒ

user: 記入しないこと

																																																														

user: 記入しないこと		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

																																																		4																												5																																																																										5

				合　計 ゴウ ケイ								（実） ジツ										人 ニン																																										（実） ジツ																																																																						件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン		件 ケン



														注）１．キーコード部　及び　データ部　の貸付対象者コードから貸付実行額まではすでに提出ずみの　入力－１　表から転記すること。なお、入力－１　表の提出後、農協合併等により、 チュウ ブ オヨ ブ カシツケ タイショウシャ カシツケ ジッコウ ガク テイシュツ ニュウリョク ヒョウ テンキ ニュウリョク ヒョウ テイシュツ ゴ ノウキョウ ガッペイ トウ

														        融資機関名、融資機関コード、貸付対象者コード及び貸付対象者氏名については変更があり、修正処理を行っている場合は変更後のものを記入する。

														　　２．異動修正欄の発生年月日は、該当する異動が発生した時点（継続確認申請をした経営中止者にあっては利子補給金の交付停止日の前日）の年月日を記入し、異動修正の金額は右寄せにより記入すること。 イドウ シュウセイ ラン ハッセイ ネンガッピ ガイトウ イドウ ハッセイ ジテン ケイゾク カクニン シンセイ ケイエイ チュウシ シャ リシ ホキュウ キン コウフ テイシ ビ ゼンジツ ネンガッピ キニュウ イドウ シュウセイ キンガク ミギヨ キニュウ

		異動発生のとき：１ イドウ ハッセイ												　　３．異動理由欄は、該当する理由を一つ選んで　１　と記入し「その他」に該当する場合は、備考欄に具体的な理由を記入すること。 イドウ リユウ ラン ガイトウ リユウ 1 エラ キニュウ タ ガイトウ バアイ ビコウ ラン グタイテキ リユウ キニュウ

		１の修正のとき：２ シュウセイ												　　４．同一貸付対象者で２件以上の異動が発生したときは、異動理由ごとにわけて記入すること。 ドウイツ カシツケ タイショウシャ ケン イジョウ イドウ ハッセイ イドウ リユウ キニュウ

		１の削除のとき：３ サクジョ												　　５．提出ずみの異動報告書の誤りを訂正するときは、訂正事項を含む異動事項のすべてを記入するとともに前回異動修正発生年月日欄に提出ずみの異動報告書の発生年月日を必ず記入すること。 テイシュツ イドウ ホウコク ショ アヤマ テイセイ テイセイ ジコウ フク イドウ ジコウ キニュウ ゼンカイ イドウ シュウセイ ハッセイ ネンガッピ ラン テイシュツ イドウ ホウコク ショ ハッセイ ネンガッピ カナラ キニュウ

														　　６．キーコード部　の「入力年月日」は記入しないこと。 ブ ニュウリョク ネンガッピ キニュウ
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		様式第８号の別添

		貸付対象者別償還計画額・利子補給額異動修正計算書　　償還計画 カシツケタイショウシャベツショウカンケイカクガクリシホキュウガクイドウシュウセイケイサンショショウカンケイカク

				　　　　　　　　　　　　　　　　資金（平成　　年度　月貸付分） シキンヘイセイネンドツキカシツケフン

												利子補給金計算期間 リシホキュウキンケイサンキカン				月型 ツキカタ

		貸付対象者 カシツケタイショウシャ		経営の　　　種　類 ケイエイタネタグイ				償　　　還　　　計　　　画　　　額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　 ケイガタンイセンエン

						貸付実行額 カシツケジッコウガク		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド

		コード　　　　　　　　　氏　名 シメイ						平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド

				貸付区分 カシツケクブン		（当初貸付実行額） トウショカツジッコウガク		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ

						（千円） センエン		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク

		合　　　計 ゴウケイ

		（　　人） ヒト

						（　　　　　　　）

		合　　　計

		（　　人）

						（　　　　　　　）
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貸付対象者別償還計画額・利子補給額計算書　　償還計画

利子補給金計算期間

償　　　還　　　計　　　画　　　額　　　　　　　　　　　

（単位：千円）
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貸付実行額

コード

氏　名

経営の

種　類


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet.xls
Sheet1

		様式第４号の別添

		貸付対象者別償還計画額・利子補給額計算書　　償還計画 カシツケタイショウシャベツショウカンケイカクガクリシホキュウガクケイサンショショウカンケイカク

				　　　　　　　　　　　　　　　　資金（平成　　年度　月貸付分） シキンヘイセイネンドツキカシツケフン

												利子補給金計算期間 リシホキュウキンケイサンキカン				月型 ツキカタ

		貸付対象者 カシツケタイショウシャ		経営の　　　種　類 ケイエイタネタグイ				償　　　還　　　計　　　画　　　額　　　　　　　　　　　（単位：千円）　 ケイガタンイセンエン

						貸付実行額 カシツケジッコウガク		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド

		コード　　　　　　　　　氏　名 シメイ						平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド		平成　　年度 ヘイセイネンド

				貸付区分 カシツケクブン		（当初貸付実行額） トウショカツジッコウガク		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ		期首残高 キシュザンダカ

						（千円） センエン		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク		償　還　額 ショウカンガク

		合　　　計 ゴウケイ

		（　　人） ヒト

						（　　　　　　　）

		合　　　計

		（　　人）

						（　　　　　　　）
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